
 

 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する告示案に関

する御意見募集（パブリックコメント）の結果について 

 

令和７年６月 24日  

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当）付 

 

「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する告示案」

について、令和７年４月 25日から令和７年５月 25日までの間、電子政府の総合窓口（e-Gov）に

掲載することを通じて、広く国民の皆様から御意見を募集したところ、10件の御意見をいただき

ました。  

お寄せいただいた御意見の概要と当該御意見に対する内閣府の考え方については、以下のとお

りです。  

御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

通し番

号 

御意見 御意見に対する考え方 

１  １．改正案第７条について 

１）第１項中に「応急的に処置する

ものであること」との規程がある

とともに、第５項に「福祉サービス

の提供を実施できる期間は、災害

発生の日から七日以内」とされて

おり、福祉サービスの提供の実態

にそぐわない規程となっている。

→必要な期間をカバ－できる規程

に変更すべきと考える。 

２）第４項の費用の規程において

も、応援派遣等に要する経費につ

いて対象外となっている。 →現

在も曖昧となっている応援派遣経

費等について、負担を明確化する

規程とすべきと考える。 

 

２．改正案第１４条について 

１）福祉サービスが追加されたが、

福祉サービスの提供に必要となる

応援派遣費等が支給の対象となっ

 福祉サービスの提供を実施できる期間を

含め、本告示で定める基準によっては救助の

適切な実施が困難な場合には、都道府県知事

等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得

た上で、救助の程度、方法及び期間を定める

ことができることとなっております。 

 ご指摘の「応援派遣経費等」の意味すると

ころが明らかでないですが、福祉サービスを

実施するに当たり必要な場合は、その提供の

ための輸送費及び賃金職員等雇上費を支給

することができます。 



 

 

ていないため、応援派遣等の経費

支給の明確化を図るべきと考え

る。 

２ 第 7 条第 1 号に規定する災害時要

配慮者について、災害により現に

被害を受けている者であれば、居

所によらず、例えば社会福祉施設

等で生活する者も含まれると解し

てよいか。 

避難所における滞在期間の短縮化

を意図するための期間の定めであ

ることは理解するが、被害の規模

により災害時要配慮者への継続的

な支援が必要となるなか、救助の

期間を予め一律に定めることや、

その期間が医療・助産行為よりも

短いことについて、実効ある福祉

的支援体制の構築に資するものか

どうか、福祉関係者から心配の声

が上がっている。 

災害関連死を防ぐため、今般の法

改正において、救助の種類に福祉

サービスの提供を追加し、福祉的

支援等の充実を図るとの趣旨に照

らし、応急期から復旧・復興期まで

の迅速かつ切れ目のない支援体制

構築に供する制度設計としていた

だきたい。 

災害対策基本法等の一部を改正

する法律附則第 3 条に関して、改

正法施行後の検討にあたっては、

福祉関係者の意見を聴取するとと

もに、災害支援にかかる福祉現場

の実態を踏まえた見直しとしてい

ただきたい。 

第７条第１号で規定する「災害時要配慮

者」については、災害により現に被害を受け、

避難生活において配慮を必要とする者であ

れば、ご指摘の「社会福祉施設等で生活する

者」も含まれ得ます。 

ただし、社会福祉施設（避難所として供与

されるものを除く。）における各種報酬等に

基づく通常の福祉サービスの提供について

は、福祉各法による実施を想定しており、原

則として、本法による救助としては予定して

おりません。 

また、福祉サービスの提供を実施できる期

間を含め、本告示で定める基準によっては救

助の適切な実施が困難な場合には、都道府県

知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意

を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定

めることができることとなっております。 

いただいた御意見は、今後の施策検討の参

考とさせていただきます。 



 

 

３ 第 7 条第 1 号に規定する災害時

要配慮者について、災害により現

に被害を受けている者であれば、

居所によらず、例えば社会福祉施

設等で生活する者も含まれると解

してよいか。 

避難所における滞在期間の短縮化

を意図するための期間の定めであ

ることは理解するが、被害の規模

により災害時要配慮者への継続的

な支援が必要となるなか、救助の

期間を予め一律に定めることや、

その期間が医療・助産行為よりも

短いことについて、実効ある福祉

的支援体制の構築に資するものか

どうか、福祉関係者から心配の声

が上がっている。 

災害関連死を防ぐため、今般の

法改正において、救助の種類に福

祉サービスの提供を追加し、福祉

的支援等の充実を図るとの趣旨に

照らし、応急期から復旧・復興期ま

での迅速かつ切れ目のない支援体

制構築に供する制度設計としてい

ただきたい。 

災害対策基本法等の一部を改正

する法律附則第 3 条に関して、改

正法施行後の検討にあたっては、

福祉関係者の意見を聴取するとと

もに、災害支援にかかる福祉現場

の実態を踏まえた見直しとしてい

ただきたい。 

第７条第１号で規定する「災害時要配慮

者」については、災害により現に被害を受け、

避難生活において配慮を必要とする者であ

れば、ご指摘の「社会福祉施設等で生活する

者」も含まれ得ます。 

ただし、社会福祉施設（避難所として供与

されるものを除く。）における各種報酬等に

基づく通常の福祉サービスの提供について

は、福祉各法による実施を想定しており、原

則として、本法による救助としては予定して

おりません。 

また、福祉サービスの提供を実施できる期

間を含め、本告示で定める基準によっては救

助の適切な実施が困難な場合には、都道府県

知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意

を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定

めることができることとなっております。 

いただいた御意見は、今後の施策検討の参

考とさせていただきます。 

４ 福祉サービスの提供の対象を災

害時要配慮者と限定列挙してしま

うと、例えば、低所得者、被災によ

り一時的に生活機能が落ちる者、

ヤングケアラー、手帳を持ってい

ない軽度の障害者などが対象から

外されてしまう可能性があるた

め、災害時要配慮者に限定せず、被

災者全体を対象とすべきである。 

第７条第１号で規定する「災害時要配慮

者」は、「災害により現に被害を受け、避難

生活において配慮を必要とする高齢者、障害

者、乳幼児その他の者」と定義しており、避

難生活において配慮を必要とする被災者全

般を意味するものです。 



 

 

医療については「医療の途を失っ

た者」が対象であることから、例え

ば「福祉サービスの提供を必要と

する者」や「災害時要配慮者、その

他の福祉支援を必要とする者」な

ど、福祉サービスを必要とする者

すべてが対象となる記載とするべ

きではないか。 

 

５ 「避難生活」とは、避難所や在

宅、車中泊等での生活を指すと考

えられるが、福祉サービスの提供

は、被災者個人を継続的に支援す

る災害ケースマネジメントの視点

が重要であり、応急仮設住宅等へ

移動したから、すぐに提供をやめ

られるものではないため、被災者

の場所によって、救助の対象とな

らないことがないよう、配慮いた

だきたい。（一般施策と救助の隙間

が生まれないよう、柔軟な制度運

用をお願いしたい） 

いただいた御意見は、今後の施策検討の参

考とさせていただきます。 

６ 社会福祉協議会においては、被

災者ニーズの把握、相談対応を行

い、福祉ニーズへの対応やその他

の必要な支援につなげている。そ

のつなぎ先の一つとして、社会福

祉協議会が設置・運営することが

一般化している災害ボランティア

センターがあり、被災者のニーズ

に応えるためにボランティアの協

力をいただき、被災者支援を行っ

ている。 

 「災害ボランティア活動」が「福

祉サービス」であるとは考えてい

ないが、ボランティアニーズを含

め、要配慮者その他被災者の多様

なニーズを把握するために社会福

祉協議会職員が行う情報把握の活

動は「福祉サービス」に該当すると

の認識でよろしいか。 

 第７条第１号で規定する「災害時要配慮

者」に対して行われるものであれば、「福祉

サービスの提供」に該当し得ることになり

ます。 

ただし、災害救助法による国庫負担の対

象となるためには、都道府県知事等の長か

らの要請を受けて行うものであること等の

要件を満たす必要があります。 

 

７ 福祉サービスの提供を行うにあ

たって、スタッフの事務処理に係

る資機材費および事務処理スペー

スや被災者相談窓口スペース、会

議等の運営スペース、駐車場等、い

わゆる「活動拠点」となりうる場所

の賃借料は対象となるか。 

 ならない場合、誰がこれらの費

用を負担するのか。 

 どのような場合に、福祉サービスの提供

のみを行う賃借料を伴う活動拠点が必要と

なり、具体的にどのような経費が生じる

か、個別の事情に応じて検討することとな

ります。 



 

 

８ 救助の期間はこれまでの運用上

都度延長されていることは承知し

ているが、福祉関係者からは７日

間という医療・助産行為よりも短

い期間となっていることに対して

心配の声が上がっている。 

被災者の生活の実態に合わせた運

用や自治体の判断に資する十分な

周知について、くれぐれも留意い

ただきたい。 

福祉サービスの提供を実施できる期間を

含め、本告示で定める基準によっては救助の

適切な実施が困難な場合には、都道府県知事

等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得

た上で、救助の程度、方法及び期間を定める

ことができることとなっております。 

 

※取りまとめの都合上、いただいた御意見は整理・要約等を行った上で掲載している場合があり

ます。 


